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事業の経過及び成果

事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
１.　企業集団の現況
⑴　事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、行動制限の緩和によりサービス業を中心とした個人消費の
持ち直しやインバウンド需要の回復が見られ、景気は緩やかな回復基調にありました。一方で、人手
不足による供給制約、物価上昇による消費者マインドの悪化、国際情勢の経済への影響などが景気回
復の減速要因として懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移しております。
　貨物自動車運送業界におきましては、原油価格など高いコスト水準のなか、海外のサプライチェー
ンの混乱や物価上昇などによる景気回復の遅れもあり、企業間物流の貨物輸送量が低迷するなど、厳
しい状況で推移しております。また、働き方改革関連法によって2024年４月以降、自動車運転業務
における時間外労働時間の上限規制が適用されることから発生する問題（以下、2024年問題とい
う。）を背景に、荷主企業において物流再編などの動きが強くなってきており、運送事業者は安定的
な輸送を継続するためにより一層の企業努力が求められる経営環境にあります。
　このような状況のもと当社グループにおきましては、３ＰＬ拠点となる倉庫機能を有した流通セン
ターの開設やお客様の物流を海外から受託する複合一貫輸送サービスの営業を強化するなど、貨物輸
送量の増加に取り組んでまいりました。一方、ドライバー不足がより一層深刻化するなか、安定的な
輸送サービスを提供し、かつ環境負荷低減にも貢献するため、ダブル連結トラックの認可を20コー
スに拡大するなど、効率的な輸送体制の構築に努めてまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,933億58百万円（前期比0.7％増）、営業利益は213億
75百万円（前期比3.2％減）、経常利益は229億85百万円（前期比0.9％減）となり、親会社株主に
帰属する当期純利益は207億91百万円（前期比24.0％増）となりました。
　これらを事業別に見た事業の概要は、次のとおりであります。
〔運送事業〕
　運送事業におきましては、昨年４月に岐阜かに支店（岐阜県）、３月に東かがわ営業所（香川県）
を開設し、輸送品質向上のための集配拠点整備に努めてまいりました。また、９月に日本郵便株式会
社と運送業務委託契約を締結し、配達業務を委託することで拡大するＥＣ市場への参入を開始しまし
たが、円安などによる仕入価格の上昇や高インフレによる商品の買い控えなどの景気回復の下押し要
因もあり貨物輸送量は低調に推移いたしました。なお、2024年問題や環境問題への対応、エネルギ
ー価格高騰などのコストアップ要因が強まるなか、輸送品質の維持・向上を目的とし、2023年４月
１日からの届出運賃の改定を公表しております。
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事業の経過及び成果

年度別
事業別

前連結会計年度
（2021年度）

当連結会計年度
（2022年度） 前連結会計年度比

百万円 百万円 ％
運 送 事 業 254,364 252,945 99.4

流 通 加 工 事 業 19,796 21,104 106.6

国 際 事 業 10,864 12,660 116.5

そ の 他 事 業 6,240 6,647 106.5

合 計 291,266 293,358 100.7

　以上の結果、売上高は2,529億45百万円（前期比0.6％減）、営業利益は201億16百万円（前期比
3.3％減）となりました。
［流通加工事業］
　流通加工事業におきましては、多様化するお客様ニーズにお応えするため、大型物流施設となる岐
阜かに支店を開設するなど、３ＰＬ拠点を拡大してまいりました。また、既存施設の稼働率向上、加
工業務の拡大による収益の確保に取り組むとともに、庫内作業における人件費、光熱費等の高騰を背
景に作業料金の改定にも努めてまいりました。
　以上の結果、売上高は211億４百万円（前期比6.6％増）、営業利益は34億64百万円（前期比
3.2％増）となりました。
［国際事業］
　国際事業におきましては、通関取扱件数は低調に推移いたしましたが、海上コンテナ取扱量の増加
と上期までの海上運賃の高騰により増収となりました。
　以上の結果、売上高は126億60百万円（前期比16.5％増）、営業利益は６億12百万円（前期比
14.3％増）となりました。
［その他事業］
　その他事業におきましては、行動制限の緩和により国内外の団体旅行が回復し、商品販売事業が堅
調に推移いたしました。
　以上の結果、売上高は66億47百万円（前期比6.5％増）、営業利益は14億75百万円（前期比
9.4％減）となりました。

企業集団の事業別売上高

－ 2 －
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設備投資等の状況、資金調達の状況

東かがわ ターミナル 新設 3億59百万円
福岡 ターミナル 改修 3億21百万円
岐阜流通 フロンガス環境負荷対策 改修 1億  7百万円

営業用車両 907台 購入 46億61百万円

本社ほか サーバー 購入 4億  3百万円
福山ほか58店所 省エネルギー空調設備 購入 1億93百万円

郡山市 ターミナル用地 購入 4億35百万円
仙台市 駐車場用地 購入 1億  3百万円
東かがわ市 ターミナル用地 購入 97百万円

⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度中において実施しました企業集団の設備投資の総額は162億48百万円で、その主
なものは次のとおりであります。
①　建物・構築物

　　②　車両運搬具

　　③　工具器具備品

　　④　土地

⑶　資金調達の状況
　当社は、引き続き、運転資金の効率的な調達を行うためコミットメントライン契約をしており、極
度額は100億円であります。
　なお、当連結会計年度末における本契約に基づく借入金残高はありません。

－ 3 －
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企業集団の財産及び損益の状況の推移、重要な子会社の状況、対処すべき課題

区 分 第72期
(2020年３月期)

第73期
(2021年３月期)

第74期
(2022年３月期)

第75期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高 (百万円) 292,999 285,518 291,266 293,358

経 常 利 益 (百万円) 21,849 22,466 23,196 22,985

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 12,918 15,320 16,763 20,791

１株当たり当期純利益 (円) 259.23 312.76 395.34 513.72

総 資 産 額 (百万円) 448,329 471,923 478,147 477,015

純 資 産 額 (百万円) 256,138 273,378 256,304 270,381

１株当たり純資産額 (円) 5,109.31 5,519.91 6,239.96 6,589.57

⑷　企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額の算定において、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株
式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式を、それぞれ控除する自己株式に含めております。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

九 州 福 山 通 運 株 式 会 社 10 100 貨 物 自 動 車 運 送 事 業
東 京 福 山 通 運 株 式 会 社 100 81 貨 物 自 動 車 運 送 事 業
甲 信 越 福 山 通 運 株 式 会 社 65 100 貨 物 自 動 車 運 送 事 業
ジェイロジスティクス株式会社 20 100 流 通 加 工 事 業

⑸　重要な子会社の状況（2023年３月31日現在）
①　国内連結子会社

－ 4 －
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企業集団の財産及び損益の状況の推移、重要な子会社の状況、対処すべき課題

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
万香港ドル ％

福山通運環球物流（香港）有限公司 1,190 100
(100) 国 際 利 用 運 送 業

万人民元
上 海 福 山 国 際 物 流 有 限 公 司 1,050 100

(100) 国 際 利 用 運 送 業
万USドル

F U K U Y A M A  G L O B A L
SOLUTIONS(CAMBODIA)INC. 3 100

(100) 国 際 利 用 運 送 業
万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ

E . H . U t a r a  H o l d i n g s
S d n . B h d . 500 49 国 際 運 送 業

万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ
U F A  U t a r a  F o r w a r d i n g
A g e n c y  S d n . B h d . 50 49

(49) 国 際 利 用 運 送 業
万ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞｯﾄ

C h a l i m  W a r e h o u s e
S d n . B h d . 25 70

(70) 流 通 加 工 事 業
万タイバーツ

E . H . U t a r a  ( T h a i l a n d )
C o . ， L t d . 1,000 49 国 際 運 送 業

万USドル
P T . F U K U Y A M A
TRANSPORTING INDONESIA 100 95 国 際 利 用 運 送 業

②　海外連結子会社

（注）当社の出資比率欄の(  )は、間接所有割合で内数であります。

⑹　対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、コロナ禍による経済社会活動への制約が概ね解消され、景気は緩や
かな回復基調にありますが、エネルギー価格や物価上昇等による下振れ懸念もあり、依然として先行
き不透明な状況が続くものと予想されます。
　貨物自動車運送業界におきましては、慢性的な労働力不足に加え2024年問題、環境問題、安全対
策など対応すべき課題は多岐にわたり、依然として厳しい経営環境が続くものと懸念されます。
　こうしたなか当社グループにおきましては、引き続き企業間物流における輸送品質と生産性の向上
に努めるとともに、25mダブル連結トラックや専用ブロックトレイン、長距離フェリーの活用な
ど、輸送モードの多様化による効率化を一層図るとともに、環境を意識した経営に取り組んでまいり
ます。

－ 5 －
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主要な事業内容

⑺　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
　当社グループは、運送事業を主体として、以下の事業を営んでおります。
①　運送事業
１）貨物自動車運送事業
　特別積合せ貨物運送を主体とした貨物自動車運送事業及び自動車、鉄道、船舶、航空機等を利
用して貨物運送する利用運送事業並びに運送事業者への貨物の取次、受取、委託を行う運送取次
の貨物運送取扱事業を営んでおります。
２）港湾運送事業
　一般港湾運送事業及び港湾荷役事業を営んでおります。
３）その他付帯事業
　運送事業に付帯した事業を営んでおります。

②　流通加工（ロジスティクス）事業
　流通加工業及び倉庫業を営んでおります。

③　国際事業
　国際運送業、国際利用運送業及び通関業を営んでおります。

④　その他事業
１）不動産の賃貸業
　運送用施設等の貸付業を営んでおります。
２）物品販売事業
　食品等商品の販売業を営んでおります。
３）コンビニエンスストア事業
　東京都江東区ほか５箇所においてコンビニエンスストア事業を営んでおります。
４）損害保険代理業
　損害保険代理業を営んでおります。
５）その他
　ボウリング事業ほかを営んでおります。

－ 6 －
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重要な事業所、使用人の状況

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

札 幌 支 店 札 幌 市 東 区 神 戸 支 店 神 戸 市 須 磨 区

仙 台 中 央 支 店 仙 台 市 宮 城 野 区 岡 山 支 店 岡 山 市 北 区

東 京 支 店 東 京 都 江 東 区 広 島 支 店 広 島 市 西 区

相 模 原 支 店 相 模 原 市 南 区 高 松 支 店 香 川 県 高 松 市

名 古 屋 支 店 愛 知 県 北 名 古 屋 市 福 岡 支 店 福 岡 市 博 多 区

大 阪 支 店 大 阪 市 福 島 区 沖 縄 支 店 沖 縄 県 糸 満 市

⑻　主要な事業所（2023年３月31日現在）
①　当社
本社：広島県福山市

②　国内事業所

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 数

21,743名 164名減

従 業 員 数 前事業年度末比増減数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

10,378名 211名増 44.7歳 15.3年

⑼　従業員の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は、就業人員であります。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は、就業人員であります。

－ 7 －



2023/05/22 12:37:48 / 22950100_福山通運株式会社_招集通知_交付書面用

主要な借入先の状況

借 入 先 借 入 金 残 高
百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 23,371

株 式 会 社 広 島 銀 行 19,850

株 式 会 社 中 国 銀 行 10,800

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 6,500

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 5,150

株 式 会 社 伊 予 銀 行 3,800

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 2,500

株 式 会 社 も み じ 銀 行 1,500

⑽　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

（注）上記表には、シンジケートローンによる借入金残高22,500百万円は含めておりません。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 普通株式 160,000,000株

⑵　発行済株式の総数 普通株式 50,770,363株

⑶　当事業年度末株主数 5,459名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

公 益 財 団 法 人 渋 谷 育 英 会 5,587 13.76

株式会社日本カストディ銀行(信託口４) 2,874 7.08

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,675 6.59

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,020 4.97

株 式 会 社 広 島 銀 行 1,762 4.34

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,414 3.48

福 山 通 運 共 済 会 1,335 3.29

福 山 通 運 従 業 員 持 株 会 1,118 2.75

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 1,017 2.50

福 山 通 運 協 力 業 者 持 株 会 931 2.29

２．会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）

（注）当社は、2022年11月９日開催の取締役会決議に基づき、2022年11月30日付で自己株式5,000,000株
を消却いたしました。これにより、発行済株式の総数は、前期末（55,770,363株）に比べ5,000,000
株減少いたしました。

⑷　大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を10,149,888株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、自己株式（10,149,888株）には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信
託口）が保有する当社株式（147,190株）は含めておりません。

２. 持株比率は、自己株式数を控除して計算しております。
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会社役員の状況

氏 名 会社における地位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
小 丸 成 洋 代 表 取 締 役 社 長

社 長 執 行 役 員
公益財団法人渋谷育英会　理事長
指名・報酬諮問委員会　委員

熊 野 弘 幸 代表取締役副社長
副 社 長 執 行 役 員

営業本部長

長 原 永 壽 取 締 役
専 務 執 行 役 員

2024改革推進本部長

藤 田 眞 司 取 締 役
常 務 執 行 役 員

輸送統括担当兼安全統括室長

前 田 美 穂 取 締 役 一般社団法人国際人材育成労務管理協会
専務理事
指名・報酬諮問委員会　委員

野 中 智 子 取 締 役 野中・瓦林法律事務所　弁護士
冨 村 和 光 取 締 役 冨村・林谷法律事務所　弁護士

独立委員会　委員長
重 枝 豊 英 取 締 役 指名・報酬諮問委員会　委員長
大 本 卓 志 取 締 役 大本卓志税理士事務所　所長

指名・報酬諮問委員会　委員
中 村 誠 一 監 査 役 ( 常 勤 )
山 根 昇 一 監 査 役 ( 常 勤 )
佐 々 木 　 信 　 彦 監 査 役 株式会社日本シークレット・サービス

代表取締役会長
村 井 弘 幸 監 査 役 株式会社海遊館　代表取締役社長
森 下 裕 子 監 査 役 森下裕子税理士事務所　所長

株式会社清友会計舎　取締役

３．会社役員の状況
⑴　当事業年度末日における取締役及び監査役の状況

（注）１. 取締役前田美穂、野中智子、冨村和光及び重枝豊英並びに大本卓志の５氏は、社外取締役であります。
２. 監査役佐々木信彦及び村井弘幸並びに森下裕子の３氏は、社外監査役であります。
３. 監査役森下裕子氏は、税理士の資格を有しており、会社経営の監査業務等を通じて財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。

４. 当社は、取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志及び監査役佐々木信彦並びに森下裕
子の７氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

－ 10 －
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会社役員の状況

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

吉 田 昌 功 2022年６月21日 任 期 満 了
取締役
近鉄不動産株式会社
代表取締役会長

百 田 正 裕 2022年６月21日 任 期 満 了 監査役（常勤）

⑵　事業年度中に退任した取締役及び監査役

⑶　責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役前田美穂、野中智子、冨村和光、重枝豊英、大本卓志、監査役佐々木信彦及び村井
弘幸並びに森下裕子の８氏とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害
賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当社の上記社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第１
項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で当社及び当社グループの取締役並びに監査役、執行役員を被保険者とす
る会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約
では、当該被保険者が役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償
請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることになります。
保険料は、当社の役員及び執行役員が7.44％の保険料を負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと
又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保
険会社が塡補するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では保険契約の免責事項はありませんが、塡補する額について限度額を設ける
ことにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておりま
す。

－ 11 －
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会社役員の状況

⑸　取締役及び監査役の報酬等の決定方針
　当社は、2021年９月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定
方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法
及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿
うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

①　基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本
方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬に
より構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報
酬とする。
②　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮し
ながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③　業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、担当職
務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
④　取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
　取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬としての賞与の支
給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切
な支給割合となることを方針とする。
⑤　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内において、独立社外取締役が過
半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議・答申を経て、取締役会が基本報酬と賞与で構成され
た年間の報酬総額を決定したうえで、代表取締役社長に一任し、その範囲内で各取締役の報酬額を
決定するものとする。

－ 12 －
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会社役員の状況

区 分 報酬等の総額
（ 百 万 円 ）

報酬等の種類別総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（ 名 ）基本報酬 業績連動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取 締 役 255 255 － － 10
（うち社外取締役） （20） （20） （－） （－） （6）
監 査 役 42 42 － － 6
（うち社外監査役） （10） （10） （－） （－） （3）
合 計 298 298 － － 16
（ う ち社外役員） （30） （30） （－） （－） （9）

⑹　取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）１. 上表には、2022年６月21日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（うち社外
取締役１名）及び監査役１名（うち社外監査役０名）を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬等に係る業績指標は、毎年の業績や企業価値の向上への貢献であり、その実績は、売上高と
営業利益率であります。当該指標を選択した理由は、企業価値を高め、持続可能な成長を実現するために
機能する報酬体系からであります。
当事業年度の業績連動報酬等にあたる賞与の支給は、2023年６月23日開催予定の取締役会及び監査役会
において決議いたします。なお、前事業年度の業績連動報酬等にあたる賞与の支給については、2022年
６月21日開催の取締役会の決議により、当事業年度において社外取締役を除く取締役４名に対し、21百
万円を支給いたしました。

４. 取締役の金銭報酬の額は、2009年６月26日開催の第61回定時株主総会において年額350百万円以内（う
ち社外取締役分30百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当
該株主総会終結時点の取締役の員数は、14名（うち社外取締役２名）です。

５. 監査役の金銭報酬の額は、2009年６月26日開催の第61回定時株主総会において年額50百万円以内と決
議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、５名です。

６. 取締役会は、代表取締役社長小丸成洋に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の
担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業
績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断した
ためであります。

－ 13 －



2023/05/22 12:37:48 / 22950100_福山通運株式会社_招集通知_交付書面用

会社役員の状況

区 分 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 の 内 容

社 外 取 締 役 前 田 美 穂 一般社団法人国際人材育成
労務管理協会 専務理事

社 外 取 締 役 野 中 智 子 野中・瓦林法律事務所 弁護士
社 外 取 締 役 冨 村 和 光 冨村・林谷法律事務所 弁護士
社 外 取 締 役 大 本 卓 志 大本卓志税理士事務所 所長
社 外 監 査 役 佐々木　信　彦 株式会社日本シークレット・サービス 代表取締役会長
社 外 監 査 役 村 井 弘 幸 株式会社海遊館 代表取締役社長

社 外 監 査 役 森 下 裕 子
森下裕子税理士事務所 所長
株式会社清友会計舎 取締役

⑺　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）当社と一般社団法人国際人材育成労務管理協会、野中・瓦林法律事務所、冨村・林谷法律事務所、大本卓志税
理士事務所、株式会社海遊館、森下裕子税理士事務所、株式会社清友会計舎との間には特別な関係はありませ
ん。
なお、株式会社日本シークレット・サービスとの間の取引は、連結売上高の１％未満です。

－ 14 －
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会社役員の状況

区 分 氏 名 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 役 会
出 席 状 況 主 な 活 動 状 況

社外取締役 前 田 美 穂 8回中8回 ―

労働条件・労働安全衛生等に係る豊富
な経験と専門知識を有しており、経営
の監督など社外取締役に求められる役
割・責務を十分に発揮しております。
当事業年度においては、当社指名・報
酬諮問委員会委員を歴任するなど、コ
ンプライアンスの観点から取締役会に
おいて、有益な助言を行いました。

社外取締役 野 中 智 子 8回中8回 ―

弁護士としての豊富な経験に加え、最
高裁判所司法研修所民事弁護教官等の
公務を担った経験もあり、独立した立
場から取締役会機能の強化と業務執行
の監督等に十分な役割・責務を果たし
ております。
当事業年度においては、当社のコーポ
レート・ガバナンスの強化のための助
言を行いました。

社外取締役 冨 村 和 光 8回中7回 ―

弁護士として幅広い見識を有するとと
もに企業法務にも精通し、独立した立
場から取締役会機能の強化と業務執行
の監督等に十分な役割・責務を果たし
ております。
当事業年度においては、当社独立委員
会委員長を歴任するなど、コンプライ
アンス経営等の推進について、適切な
助言を行いました。

②　当事業年度における主な活動状況

－ 15 －
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会社役員の状況

区 分 氏 名 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 役 会
出 席 状 況 主 な 活 動 状 況

社外取締役 重 枝 豊 英 8回中8回 ―

国際渉外等における豊富な経験とグロ
ーバルな見識を有しており、経営の監
督と経営全般への助言など、社外取締
役に求められる役割・責務を十分に発
揮しております。
当事業年度においては、当社指名・報
酬諮問委員会委員長を歴任するなど、
主にコンプライアンスの観点から有益
な助言を行いました。

社外取締役 大 本 卓 志 8回中8回 ―

税理士として企業会計、税務に精通し
ていることから独立した立場から取締
役会機能の強化と業務執行の監督等に
十分な役割・責務を果たしておりま
す。
当事業年度においては、当社指名・報
酬諮問委員会委員を歴任するなど、企
業経営等におけるコンプライアンスの
徹底など、適切な助言を行いました。

社外監査役 佐々木　信　彦 8回中8回 9回中9回

経営監視機能の充実のため、法執行と
危機管理における豊富な経験と幅広い
見識に基づき、取締役の職務執行にお
ける監査機能の実効性向上のための助
言を行いました。

社外監査役 村 井 弘 幸 8回中8回 9回中9回
経理及び経営企画等に係る豊富な経験
と幅広い見識により、取締役の職務執
行における監査機能の実効性向上のた
めの助言を行いました。

社外監査役 森 下 裕 子 8回中8回 9回中9回
税理士として財務及び会計に関する見
識に基づき、取締役の職務執行におけ
る監査機能の実効性向上のための助言
を行いました。

－ 16 －



2023/05/22 12:37:48 / 22950100_福山通運株式会社_招集通知_交付書面用

会計監査人の状況

区 分 報 酬 等 の 額 （ 百 万 円 ）
① 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の監査業務の報

酬等の額 84

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 91

４．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人
⑵　会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約におきましては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引
法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の
金額はこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及
び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬
等につき、会社法第399条第１項の同意を行いました。

⑶　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である
「財務デューデリジェンス」を委託しております。
⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株
主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に
基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告
いたします。

－ 17 －
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会社の体制及び方針

５．会社の体制及び方針
⑴　業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに
当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定内容
の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社及び当社グループ会社において、コンプライアンス実践のための遵守すべき行動指針とし
て、「福山通運グループ企業行動憲章」を定める。取締役等に関しては、「役員倫理規程」を制定
し、これに則って職務を執行するとともに、他の取締役等の法令、定款または企業倫理に反する行
為を発見した場合は、直ちに取締役会及び監査役に報告を行う。使用人に関しては、「コンプライ
アンス規程」を制定し、法令、定款及び社内規則に対する意識の高揚と遵守の徹底を図るために担
当役員を定め、「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンスの統括部署と
して「コンプライアンス室」を設置して各種マニュアルの作成や研修等を行う。また、「内部監査
室」は、当社及び当社グループ会社におけるコンプライアンスの実施状況を検証し、取締役会及び
監査役会に報告する。さらに、法令、定款、社内規則及び企業倫理に反する行為を早期に発見、是
正するために、使用人からの通報を受け付ける「社内通報制度」を設ける。
　反社会的勢力への対応については、断固たる態度で臨む旨を「福山通運グループ企業行動憲章」
に定め、周知徹底する。また、不当な要求等には、顧問弁護士や警察等の外部機関と協議しつつ、
速やかに毅然とした対応を行う。
　金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、評価作業を円滑、適正に実施し、
法令等に従って信頼性のある財務報告を作成することの重要性を十分に認識し、必要な体制等を適
切に整備、運用する。

② 取締役の職務に係る情報の保存及び管理に関する体制
　「情報取扱規則」を整備し、これに則り情報の適切な保存、管理を実施する。また、監査役会が
求めたときは、いつでも当該情報の提供に応じる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社及び当社グループ会社のリスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を制定し、グルー
プ会社のリスク管理推進の統括責任者として当社担当役員を定める。また、「リスク管理委員会」
を設置し、各種マニュアルの作成や研修を行い、「内部監査室」は、当社及び当社グループ会社に
おけるリスク管理の状況を検証し、取締役会及び監査役会に報告する。さらに危機管理体制とし
て、会社に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に、社長を本部長とする「危機管理本
部」を設置し、損害、影響等を最小限にとどめる体制を整える。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社及び当社グループ会社の取締役等の職務権限及び意思決定のルールを明確化し、業務の適正
化、効率化を図るとともに、全社的な影響を及ぼしうる重要事項に関して、適宜、会議・委員会を
設置し、多面的な審議、検討とすみやかな意思の伝達、共有を行う。また、長期及び年度の事業計
画、目標を定期的に明示し、それらに基づいた業績管理を行う。
　取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を
設置し、審議した内容を取締役会に諮り決定することで、取締役等の指名及び報酬の決定に係る透
明性と客観性を高める。

⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

　「福山通運グループ企業行動憲章」に基づき、ガバナンス体制を図るための包括規程として「グ
ループ統括規程」を制定する。当社グループ会社は、経営上の重要案件に関する事前協議や必要に
応じて各種会議での報告を行うとともに、それぞれのリスク管理及びコンプライアンスの体制を整
える。当社内部監査室は、グループの業務全般にわたる内部統制の適切性・有効性を確保するた
め、定期的に監査を行う。また、「社内通報制度」を設け、法令、定款、社内規則及び企業倫理に
反する行為を早期に発見、是正する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
またその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　「監査役室」を設置し、監査役の職務を補助するためここで執務を行う使用人は、当社の使用人
から任命する。この監査役補助使用人は、監査役の補助業務及び監査役会の事務局業務に専従し取
締役等の指揮命令に服さないものとし、その任命、人事異動、懲戒、賃金等については監査役会と
の事前協議のうえ決定するものとして、取締役等からの独立性を確保する。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
　取締役等及び使用人は、当社及び当社グループ会社全体の業務・業績に重大な影響を及ぼす事実
を発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。また、内部監査室の行う監査の結果や社内通報制
度における通報状況についても、文書にて遅滞なく監査役に報告を行う。

⑧ 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制

　取締役等及び使用人は、当社グループ会社からの法定の事項に加え、内部監査の実施状況等を取
締役会及び監査役に報告する。また、社内通報制度による法令・企業倫理・社内規則に反する事案
のうち重要なものは、コンプライアンス担当役員から監査役に報告する。
　社内通報制度においては、社内通報規程により通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。
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⑨ 監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役又は監査役会が、規則に則り職務の執行のために公認会計士、弁護士その他の専門家に助
言を求める又は調査その他の事務を委託するなどの費用については、必要でないと認められる場合
を除き、当社の費用処理とする。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会やその他重要な
会議に出席をするとともに、必要に応じて意見を述べる。また、稟議書その他業務執行に関する文
書を閲覧し、必要に応じて当社グループ会社からも事業の報告を求める。なお、取締役等及び使用
人は、監査役から要求があった場合は、適宜必要な資料を添えて説明を行う。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　コンプライアンス体制

　当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人が遵守すべき行動指針である「福山通運グルー
プ企業行動憲章」に基づき、コンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する課題や
取り組みの検討を行っております。当該委員会での検討結果を受け、各社の研修等においてコンプ
ライアンスに関する課程を組み込み、継続的な教育を実施しております。
　また、コンプライアンス違反行為の早期発見、是正のため、当社及び当社グループ会社を対象と
する「社内通報制度」を設け、当社コンプライアンス室及び顧問弁護士を窓口としております。な
お、通報を理由として通報者へ不利益な取扱いを禁止するなど通報者を保護する旨を社内通報規程
に定めております。

②　リスク管理
　各事業所の内部監査の実施とフォローアップ監査の徹底を図ってまいりました。なお、内部監査
の過程においてその結果を数値化し、新たに顕在化したリスクについては、各関連部門へのリスク
削減の改善を実施し発生リスク要因の消滅に努め、適時内部監査項目に追加を行い、運用状況を確
認してまいりました。

③　取締役の職務執行
　当社及び当社グループ会社において、取締役の職務執行が法令及び定款に則って行われるよう、
「福山通運グループ企業行動憲章」や「役員倫理規程」などを制定し、取締役会等において社外取
締役の意見を積極的に求め、職務執行の適正化を図りました。併せて、職制規程によって各職務の
権限などを明確化し、効率的な業務を行うことができる体制を整備いたしました。
　また、企業価値を高め、持続可能な成長を実現することを目指して「中期経営計画」を３年毎に
策定し、これに基づいて毎年の業績管理を行っております。
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④　グループ管理
　「グループ統括規程」に基づき、当社の本社各部署から各子会社に業務状況や経営状況について
質疑応答を行い牽制機能の強化を図るなど、適宜指導及び業務確認を行っております。また、内部
監査室が主体となって、当社及び当社グループ会社における年間監査実施計画を策定し、さらには
無通告監査も導入し、監査指摘事項に対するフォローアップ監査を実施するなど管理・指導の充実
を図っております。なお、監査結果より発見される業務手順の不備事項は適時に修正を行い、グル
ープ全体として業務の適正が確保できる体制で運用しております。

⑤　監査役
　社外監査役３名を含む監査役５名による監査体制により、各種の重要な会議への出席や重要事項
の報告、さらに「情報取扱規則」に基づき保管された各重要文書について監査役会の求めに応じて
提供することで、内部統制システム全般の整備・運用状況を確認しております。

⑶　会社の支配に関する基本方針
①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を
尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては
株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありませ
ん。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべ
きだと考えております。
　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続け
ることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞
のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様
が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の
皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要がある
と考えております。
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②　基本方針の実現に資する特別な取り組み
ａ　経営理念について

　当社は、「総合物流企業として文化の向上と豊かな生活の創造及び地域経済の発展に貢献すべ
く、たゆまぬ創意と工夫で物流フロンティアを先駆し続ける」を経営理念として事業活動を行っ
ております。この経営理念は、物流が国民生活を支える重要なライフラインの一つであり、それ
を担う企業として、物流というサービスの提供を通じ、企業価値を高めるだけでなく、会社の持
続可能な発展のための社会的責任を積極的に果たし、良き企業市民として社会から愛され、尊敬
される企業でありたいとする当社の姿勢を表しています。

ｂ　企業価値の源泉について
　当社では、お客様、従業員、株主の皆様及び地域社会などのすべてのステークホルダーの“満
足”を実現することが、企業価値の源泉であると考えております。この企業価値を更に高めてい
くために、輸送ネットワークの充実や物流施設の拡充などをはじめとした営業展開、コーポレー
ト・ガバナンスの強化、充実及び環境保全並びに社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。
また、これらの取り組みに加えて創業以来の労使協調による事業運営を継続していくことが、経
営理念の実現とすべてのステークホルダーから良き企業市民として信頼され選ばれる企業とな
り、業績の向上にも寄与していくものと考えております。
　当社は、これらの当社の企業価値の源泉を今後とも継続して発展させていくことが、企業価値
及び株主共同利益の確保・向上に資するものと確信いたしております。

ｃ　経営戦略に基づく取り組み
　当社では、2021年度を初年度とする第５次中期経営計画「Challenge, Change 2023」を策
定し、経営目標の達成に向けた取り組みを行っております。
　この中期経営計画では、継続可能（Sustainable）な成長を実現することで、企業価値の向上
に努めるという前中期経営計画の基本方針を継承し、環境（Environment）、社会（Social）、
企業統治（Governance）に当社の企業価値の源泉である創業以来の労使協調の基盤となる従業
員満足（Employee Satisfaction）を加えたESG＋ESを深化させ、更なる企業価値の向上を図
り、SDGsの達成に貢献してまいります。
　また、当社ではこれまでの中期経営計画の実績を踏まえたうえで、引き続きESG経営を推進
し、すべてのステークホルダーの皆様のご期待にお応えすべく満足度の向上に努め、更なる安
全・安心なサービスをお届けし続けてまいります。
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ｄ　コーポレート・ガバナンスの強化
　当社は、上記の諸施策の実行に際し、コーポレート・ガバナンスの強化が極めて重要であると
認識し、効率的で透明性の高い経営体制の確立に努めております。その取り組みの一環として、
経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける経営意思決定及び業務遂行の迅
速化と責任の明確化による体制の強化を図るため、2011年４月１日より執行役員制度を導入し
ております。2022年６月21日から取締役会は、社外取締役５名を含む９名で構成され、効率的
な経営の充実強化を図っております。また、株主の皆様を始めとするステークホルダーに対する
取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は１年と定め、様々な分野での豊富な経
験と優れた見識、専門性の高い知識を有する社外取締役は、当社への有効な助言等を行っていた
だくことにより、多様な視点から取締役会の監督強化に寄与しております。これに加えて、当社
の監査役会は、独立性の高い社外監査役３名を含む５名で構成され、監査役が取締役会に出席す
ることにより取締役の業務執行状況を常に監視する体制を整えております。なお、今後ともコー
ポレート・ガバナンスにつきましては、迅速かつ効率的な経営を目指して一層の充実強化に努め
てまいります。

ｅ　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）は、当社株式に対する買付等がなさ
れた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替
案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと
等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的
をもって導入いたしております。

⑷　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、当社グルー
プを取り巻く経営環境や将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、長期安定的な配当の
実施と企業環境の変化に対応した機動的な自己株式の取得により、株主還元の充実に努めることを基
本方針としております。
　この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株につき35円とさせていただきます。こ
れにより、当期における１株当たりの年間配当金は、中間配当金35円とあわせて70円となります。
　また、当事業年度において、自己株式5,000,000株を消却いたしました。

本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率
等は表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　　産　　の　　部） （負　　債　　の　　部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

88,429

44,892

39,038

4,546

△48

388,585

329,341

89,602

15,995

3,275

211,720

8,746

4,454

54,789

47,515

4,511

2,937

△175　

流 動 負 債 78,546
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 15,950
短 期 借 入 金 10,700
一年以内に返済予定の長期借入金 21,673
リ ー ス 債 務 147
未 払 法 人 税 等 7,196
未 払 消 費 税 等 3,149
賞 与 引 当 金 5,070
そ の 他 14,658

固 定 負 債 128,087
長 期 借 入 金 68,748
リ ー ス 債 務 210
繰 延 税 金 負 債 9,840
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 23,573
退 職 給 付 に 係 る 負 債 24,141
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 3
資 産 除 去 債 務 490
そ の 他 1,078
負 債 合 計 206,633
（純　資　産　の　部）
株 主 資 本 213,962
資 本 金 30,310
資 本 剰 余 金 37,634
利 益 剰 余 金 183,483
自 己 株 式 △37,465
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 52,738
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 19,184
土 地 再 評 価 差 額 金 34,150
為 替 換 算 調 整 勘 定 86
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △683
非 支 配 株 主 持 分 3,680
純 資 産 合 計 270,381

資 産 合 計 477,015 負 債 ・ 純 資 産 合 計 477,015

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 293,358
売 上 原 価 263,549
売 上 総 利 益 29,809

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,434
営 業 利 益 21,375

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,172
そ の 他 926 2,098

営 業 外 費 用
支 払 利 息 302
そ の 他 185 488
経 常 利 益 22,985

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 100
投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,784
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 23 8,907

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 2
固 定 資 産 除 却 損 680
投 資 有 価 証 券 評 価 損 190
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6
そ の 他 61 941
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 30,951
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,792
法 人 税 等 調 整 額 △702 10,090
当 期 純 利 益 20,861
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 70
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 20,791

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：百万円）

項 目 株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 30,310 39,488 181,503 △55,650 195,651
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,640 △2,640
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 20,791 20,791
自 己 株 式 の 取 得 △3 △3
自 己 株 式 の 処 分 △0 9 9
自 己 株 式 の 消 却 △2,008 △16,170 18,179 －
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 154 154
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － △1,854 1,980 18,185 18,311
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 30,310 37,634 183,483 △37,465 213,962

項 目
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日 残 高 23,466 34,150 71 △798 56,891 3,761 256,304
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,640
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 20,791
自 己 株 式 の 取 得 △3
自 己 株 式 の 処 分 9
自 己 株 式 の 消 却 －
非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 154
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △4,282 － 14 114 △4,152 △81 △4,234

連結会計年度中の変動額合計 △4,282 － 14 114 △4,152 △81 14,077
2 0 2 3 年 ３ 月 3 1 日 残 高 19,184 34,150 86 △683 52,738 3,680 270,381

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　　産　　の　　部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

74,339
37,446
1,795
27,145
608
680
2,532
4,146
△16

358,120
295,421
74,061
4,710
8,084
2,355
2,833

194,633
8,742
3,956
891
2,945
119

58,741
45,396
8,524

3
0

4,340
52

1,605
△1,182　

（負　　債　　の　　部）
流 動 負 債 96,542
支 払 手 形 2,749
買 掛 金 17,718
短 期 借 入 金 10,400
関 係 会 社 短 期 借 入 金 22,843
一年以内に返済予定の長期借入金 21,500
未 払 費 用 5,645
未 払 法 人 税 等 6,032
未 払 消 費 税 等 2,215
賞 与 引 当 金 3,100
そ の 他 4,338

固 定 負 債 114,358
長 期 借 入 金 68,050
繰 延 税 金 負 債 7,577
再評価に係る繰延税金負債 23,740
退 職 給 付 引 当 金 14,078
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 3
そ の 他 908
負 債 合 計 210,901
（純　資　産　の　部）
株 主 資 本 168,751
資 本 金 30,310
資 本 剰 余 金 37,104
資 本 準 備 金 37,104
利 益 剰 余 金 138,801
利 益 準 備 金 6,630
そ の 他 利 益 剰 余 金 132,171
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 14,478
別 途 積 立 金 44,000
繰 越 利 益 剰 余 金 73,692

自 己 株 式 △37,465
評 価 ・ 換 算 差 額 等 52,807
その他有価証券評価差額金 18,989
土 地 再 評 価 差 額 金 33,818
純 資 産 合 計 221,558

資 産 合 計 432,459 負 債 ・ 純 資 産 合 計 432,459

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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損益計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 249,711
売 上 原 価 228,130
売 上 総 利 益 21,581

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,188
営 業 利 益 16,392

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,157
そ の 他 412 1,569

営 業 外 費 用
支 払 利 息 274
そ の 他 151 425
経 常 利 益 17,536

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 35
投 資 有 価 証 券 売 却 益 8,784
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 39
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 額 23
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 1,489 10,370

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損 436
投 資 有 価 証 券 売 却 損 10
投 資 有 価 証 券 評 価 損 190
関 係 会 社 株 式 評 価 損 157
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 424 1,219
税 引 前 当 期 純 利 益 26,687
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,216
法 人 税 等 調 整 額 △115 8,100
当 期 純 利 益 18,587

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）

（単位：百万円）

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金 その他利益剰余金 利益剰余金合計

2022年４月１日残高 30,310 37,104 2,008 39,113 6,630 132,394 139,024
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,640 △2,640
当 期 純 利 益 18,587 18,587
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △0 △0
自 己 株 式 の 消 却 △2,008 △2,008 △16,170 △16,170
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － △2,008 △2,008 － △223 △223
2023年３月31日残高 30,310 37,104 － 37,104 6,630 132,171 138,801

項 目 株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計
2022年４月１日残高 △55,650 152,798 23,342 33,818 57,160 209,958
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,640 △2,640
当 期 純 利 益 18,587 18,587
自 己 株 式 の 取 得 △3 △3 △3
自 己 株 式 の 処 分 9 9 9
自 己 株 式 の 消 却 18,179 － －
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) △4,353 － △4,353 △4,353

事業年度中の変動額合計 18,185 15,953 △4,353 － △4,353 11,599
2023年３月31日残高 △37,465 168,751 18,989 33,818 52,807 221,558

項 目 固定資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 合 計
2022年４月１日残高 14,569 44,000 73,824 132,394
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,640 △2,640
当 期 純 利 益 18,587 18,587
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
自 己 株 式 の 消 却 △16,170 △16,170
固定資産圧縮積立金の積立 10 △10 －
固定資産圧縮積立金の取崩 △102 102 －

事業年度中の変動額合計 △91 － △131 △223
2023年３月31日残高 14,478 44,000 73,692 132,171

株主資本等変動計算書

（注）その他利益剰余金の内訳

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月9日

福 山 通 運 株 式 会 社
取締役会　御中

　有限責任 あずさ監査法人
　　　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 山 和 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 龍 田 佳 典
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 盛 子

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、福山通運株式会社の2022年４月１日から
2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、福山通運株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2023年５月9日

福 山 通 運 株 式 会 社
取締役会　御中

　有限責任 あずさ監査法人
　　　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 山 和 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 龍 田 佳 典
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 盛 子

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、福山通運株式会社の2022年４月１
日から2023年３月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

会計監査人の監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算
書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づ
いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

－ 34 －
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監査報告書
　当監査役会は、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの第75期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受

けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。
　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討をいたしました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に
ついては、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号
ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和５年５月9日
福 山 通 運 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 中 村 誠 一 ㊞
常 勤 監 査 役 山 根 昇 一 ㊞
社 外 監 査 役 佐 々 木　 信 　彦 ㊞
社 外 監 査 役 村 井 弘 幸 ㊞
社 外 監 査 役 森 下 裕 子 ㊞

　
以　上
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